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広報27 2026（R8）4月号

住宅名
黒田団地
前原団地
湯本団地

間取り
2ＤＫ
３ＤＫ
３ＤＫ

公募戸数
1戸
1戸
１戸

単身入居
可
可
可

公募期間 資格

■適用する家内労働者および委託者の範囲
　県内の区域内で電気機械器具製造に係る業務に従事する家内労働者およびこれらの業務を委託する委託者
■最低賃金額　次の表の品目欄、工程欄および規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

■問合せ　栃木労働局労働基準部賃金室　☎028-634-9109

■試験の種類　甲種・乙種（第1類～第6類）・丙種
■日　時　6月7日㈰午前9時30分
■会　場　那須清峰高校（那須塩原市下永田6-4）
■手数料　甲種　7,200円　乙種　5,300円　
　　　　　丙種　4,200円
■申請期間　4月6日（月）～17日（金）（土・日を除く）
■書類申請　（一財）消防試験研究センター栃木県支部に郵送または持参
　　　　　　〒320-0032　宇都宮市昭和1-2-16栃木県自治会館1階
※願書は消防署および分署で配布しています。
■電子申請　インターネットを利用して受験申請ができます。
　　　　　　詳細は（一財）消防試験研究センターのホームページを
　　　　　　ご確認ください。
■問合せ　（一財）消防試験研究センター栃木県支部
　　　　　☎028-624-1022

栃木県電気機械器具製造業最低工賃が 4月 20日に改正されます

品目 工程 規格 金額

コネクター 差し（電線の端子に取り付けられた端子を
コネクターの差し込むことをいう） リード線について行うもの 1ピンにつき 57銭

令和 8年度第 1回危険物取扱者試験

湯本ガイドクラブの会員を募集しています

　近年多発している大規模林野火災を受け、
那須地区消防組合火災予防条例が一部改正
されました。これまでの「火災警報」に加え、
林野火災の予防を目的とした「林野火災注意
報」「林野火災警報」が新設されました。
■発令された場合の主な火の使用制限事項
　発令時には対象区域が設定され、その区域
内では次の行為等が制限されます。（注意報
は努力義務、警報は義務）
　　・屋外での火の使用
　　・たき火
　　・喫煙　など
■施行日　令和8年4月1日
■問合せ　那須地区消防本部予防課
　　　　　☎0287-28-5103

　湯本地区の温泉神社や殺生石、鹿の湯に残る豊かな歴史や伝説を学び観光客の皆さんをガイドしてみませんか。まずは、
基本ガイドブックを参考にしていただき、経験豊富な会員が丁寧に説明しますので安心して練習することができます。
　また、会員同士の楽しい親睦会を多数開催しますので、ぜひお問い合わせください。
■活動期間　4月～11月　毎週日曜日・祝日（担当となるのは月2回程度）
■問合せ　那須町観光協会　☎0287-72-2619

林野火災注意報・警報が新たに設けられました
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